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ＥＴＦに関する有価証券上場規程の特例の施行規則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は, ＥＴＦに関する有価証券上場規程の特例（以下

「ＥＴＦ特例」という。）に基づき，本所が定める事項並びにＥＴＦ

特例の解釈及び運用に関し，必要な事項を定める。 

 

（定 義） 

第１条の２ ＥＴＦ特例第１条の２第11号に規定する指定振替機関は，

株式会社証券保管振替機構とする。 

 

（上場申請時の提出書類） 

第２条 ＥＴＦ特例第２条に規定する提出書類のうち次の各号に掲げる

書類の記載事項，作成及び提出方法等については，当該各号に定める

ところによるものとする。 

(1) ＥＴＦ特例第２条第２項第１号に規定する「有価証券上場申請

書」に記載する事項には，ＥＴＦ特例の変更上場に関する事項及び

ＥＴＦの一口当たりの純資産額の変動率と指標の変動率を一致させ

るための仕組みに関する事項を含むものとする。ただし，内国商品

現物型ＥＴＦ，外国商品現物型ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ信

託受益証券にあっては，ＥＴＦの一口当たりの純資産額の変動率と

指標の変動率を一致させるための仕組みに関する事項については，

提出を要しない。 

(2) ＥＴＦ特例第２条第４項に規定する「募集又は売出実施通知書」

は，新規上場申請者である管理会社等及び指定参加者により作成さ

れるものとする。 
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（指標連動有価証券等組入型ＥＴＦにおけるカウンターパーティーの信

用状況に関する管理体制等に係る報告書の記載事項） 

第２条の２ ＥＴＦ特例第２条の３に規定するカウンターパーティーの

信用状況に関する管理体制等に係る報告書の記載事項は，次の各号に

定めるところによるものとする。 

(1) カウンターパーティー等（組入有価証券の発行者及び組入債権に

係る契約の相手方並びに当該組入有価証券及び当該組入債権に係る

保証者（保証者がある場合に限る。）をいう。以下同じ。）の選定基

準 

(2) カウンターパーティー等の財務状況に係る管理体制等 

(3) カウンターパーティー等の財務状況の著しい悪化が明らかになっ

た場合における投資信託財産等の毀損の可能性を軽減させるための

措置及び毀損が生じた場合の対応に係る体制 

(4) カウンターパーティー等に関する情報の配信方法 

 

（上場審査料に関する事項） 

第３条 ＥＴＦ特例第３条に規定する本所が定める金額は50万円とし，

新規上場申請者は，上場審査料を上場申請日の属する月の翌月末日ま

でに支払うものとする。 

 

（上場審査基準に関する事項） 

第４条 ＥＴＦ特例第４条第１項各号に掲げる上場審査基準については，

次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。 

(1) ＥＴＦ特例第４条第１項に規定する「本所が規則により定める投

資信託」は，特定外貨建等証券投資信託（法人税法施行令（昭和40

年政令第97号）第19条第１項に規定する特定外貨建等証券投資信託

をいう。）以外の投資信託とする。 

(2) ＥＴＦ特例第４条第１項第５号に規定する各要件については，次
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のａからｇまでに定めるところにより審査するものとする。 

ａ ａについては，予め定められた算出式を用いて指標が機械的

に算出されること等，投資者保護の観点から客観的なものであり，

かつ，公正を欠くものでないことについて確認する。 

ｂ ｂについては，指標を構成する銘柄数や各構成銘柄の比率等

に基づき，指標の値の変動が特定の銘柄の価格変動の影響を著し

く受けないことについて確認する。 

ｃ ｃについては，構成銘柄の変更手続き及び変更基準が公正で

あり，かつ，予め定まっていることについて確認する。 

ｄ ｄについては，公表方法及び公表形態等について確認する。 

ｅ ｅについては，公表方法及び公表形態等について確認する。 

ｆ ｆについては，円滑な売買が行われる必要がある銘柄又は種

類について，取引の実態に照らして有価証券又は商品の売買が円

滑に行われると見込まれることについて確認する。 

ｇ ｇについては，円滑な取引が行われる必要がある法第２条第

20項に規定するデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引

に係る権利について，取引の実態に照らして当該デリバティブ取

引又は当該商品投資等取引が円滑に行われると見込まれることに

ついて確認する。 

(3) ＥＴＦ特例第４条第１項第６号ｃに規定する「高い相関関係があ

ると認められる」かどうかは，組入資産，運用方針及び当該運用方

針に基づくシミュレーション結果によって判断するものとする。 

(4) 株券上場審査基準の取扱い２(8)ａの規定は，ＥＴＦ特例第４条

第１項第８号ａに規定する「虚偽記載」について，同取扱い２(8)

ｃ（(b)を除く。）の規定は，ＥＴＦ特例第４条第１項第８号ｂに規

定する「本所が適当と認める場合」について，それぞれ準用する。

この場合において，同取扱い２(8)ａ中「訂正届出書，訂正発行登

録書又は訂正報告書」とあるのは「訂正届出書又は訂正報告書」と，
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同取扱い２(8)ｃ(a)中「監査報告書」とあるのは「監査報告書（最

近１年間に終了する特定期間又は営業期間の財務諸表等に添付され

るものを除く。）」と読み替えるものとする。 

(5) ＥＴＦ特例第４条第１項第11号ｂ及びｃの基準は，ＥＴＦ特例第

２条第２項第４号ａに規定する書面により審査するものとする。 

(6) ＥＴＦ特例第４条第１項第12号の基準は，次のａ及びｂに定める

ところにより審査するものとする。 

ａ 次の(a)から(d)までに掲げる事項から，上場後運用の継続に

支障を来たすおそれがある具体的な状況があると認められないこ

と。 

(a) 対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券の発行者又は契約の相手方（当該有価証券又は契約に係る

保証者がある場合にあっては，当該保証者）が作成する直近の

財務諸表等又は中間財務諸表等に継続企業の前提に関する事項

が注記されていないこと。 

(b) 対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券の発行者又は契約の相手方（当該有価証券又は契約に係る

保証者がある場合にあっては，当該保証者）が作成する直近の

財務諸表等又は中間財務諸表等に係る監査報告書又は中間監査

報告書において，公認会計士等の「無限定適正意見」又は「中

間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」が記載さ

れていること。 

(c) 対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券の発行者又は契約の相手方（当該有価証券又は契約に係る

保証者がある場合にあっては，当該保証者）が最近の特定期間

又は営業期間の末日において債務超過の状態でないこと。 

(d) その他継続的な運用に支障を来たすおそれがある具体的な

要因が認められないこと。 
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ｂ 次の(a)から(e)までに掲げる事項その他の事項から，対象指

標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券の発行者

又は契約の相手方の信用状況等に関する管理体制その他の適切な

管理体制が管理会社において整備されていると認められること。 

(a) 対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券の発行者又は契約の相手方の適切な選定基準が整備されて

いること。 

(b) 対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券の権利の内容又は契約に係る権利の内容がその選定基準に

照らして適切なものであること。 

(c) 対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券の発行者又は契約の相手方の財務状況等に係る適切な管理

体制が整備されていること。 

(d) 対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券の発行者又は契約の相手方の倒産等による投資信託財産又

は資産の毀損の可能性を軽減させるための措置及び毀損が生じ

た場合の対応が適切に整備されていること。 

(e) 管理会社又はその関係者が対象指標に連動する投資成果を

目的として発行された有価証券の発行者又は契約の相手方に関

する情報を配信する場合にあっては，当該情報の内容及び配信

方法が適切なものであること。 

(7) ＥＴＦ特例第４条第３項第２号（同条第６項による場合を含

む。）に規定する「上場申請銘柄に関する預託契約等その他の契約

が本所の定めるところにより締結されるものであること。」とは，

当該預託契約等が当該外国ＥＴＦ信託受益証券又は外国商品現物型

ＥＴＦ信託受益証券に係る預託機関等及び当該外国ＥＴＦ信託受益

証券又は外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券の所有者の間で締結さ

れるものであり，かつ，当該外国ＥＴＦ信託受益証券又は外国商品
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現物型ＥＴＦ信託受益証券に係る管理会社等が当該預託機関等との

間において本所が適当と認める契約を締結していること又は上場の

時までに締結する見込みがあることをいう。 

(8) ＥＴＦ特例第４条第４項第２号ｂに規定する「これらに相当する

者として本所が定める者」とは，外国商品市場において商品市場の

会員又は取引参加者と同種の資格を有する法人をいう。 

(9) ＥＴＦ特例第４条第４項第４号ｄに規定する「本所が定める計算

期間」とは，次のａ又はｂに掲げる計算期間をいう。 

ａ 信託設定後最初の計算期間が１年以上２年未満である場合に

おける当該最初の計算期間 

ｂ 計算期間の初日から１年を経過した日が日曜日，土曜日，国

民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日，

１月２日，１月３日又は12月29日から12月31日までの日であって，

その翌営業日が計算期間の末日となる場合における当該計算期間 

(10) ＥＴＦ特例第４条第４項第４号ｊに規定する「その他本所が定

める事項」とは，次のａからｍまでに掲げる事項をいう。この場合

において，管理会社が信託受託者であるときは，第１号及び第５号

中「管理会社」とあるのは「信託の委託者」と読み替えるものとす

る。 

ａ 管理会社及び信託受託者の商号又は名称 

ｂ 受益者に関する事項 

ｃ 管理会社及び信託受託者としての業務に関する事項 

ｄ 信託の元本の額に関する事項 

ｅ 受益証券に関する事項 

ｆ 信託の元本及び収益の管理に関する事項（信託財産となる資

産の種類を含む。） 

ｇ 信託財産の評価の方法，基準及び基準日に関する事項 

ｈ 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項（受益者が信
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託の元本の償還及び収益の分配に関して，受益権の口数に応じて

均等の権利を有する旨を含む。） 

ｉ 信託契約期間中の解約に関する事項 

ｊ 信託受託者及び管理会社の受ける信託報酬その他の手数料の

計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項 

ｋ 信託受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合において

は，その借入金の限度額に関する事項 

ｌ 信託約款の変更に関する事項 

ｍ 管理会社における公告の方法 

(11) ＥＴＦ特例第４条第５項第２号ｃに規定する「本所が定める計

算期間」とは，同項各号に掲げる計算期間に準じた計算期間をいい，

同項第２号ｄに規定する「その他本所が定める事項」とは，原則と

して，前号ａからｍまでに掲げる事項をいう。 

 

（予備審査料に関する事項） 

第４条の２ ＥＴＦ特例第４条の４第４項に規定する本所が定める金額

は50万円とし，予備申請を行う者は，予備審査料を予備申請の日の属

する月の翌月末日までに支払うものとする。 

 

（上場時に公衆縦覧に供する書類） 

第５条 ＥＴＦ特例第５条に規定する本所が定める書類は，次の各号に

掲げる書類とする。 

(1) ＥＴＦ特例第２条第２項第３号 

(2) ＥＴＦ特例第２条第３項に規定する書類 

(3) 前２号のほか，本所が必要と認める書類 

 

（管理会社等が行う適時開示等に関する事項） 

第６条 上場ＥＴＦに係る管理会社等は，本所との連絡に当たる連絡担
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当者を本所に通知するものとする。連絡担当者であるものを変更した

場合も同様とする。 

２ ＥＴＦ特例第６条第１項第１号に規定する事項は次の各号に定める

ところにより算出するものとする。 

(1) ＥＴＦ特例第６条第１項第１号ｂからｄまでに規定する純資産総

額（一口当たりの純資産額の算定の基礎となる純資産総額を含

む。）は，投資信託約款，信託約款，規約又はこれらに類する書類

に定めるところにより算出するものとする。 

(2) ＥＴＦ特例第６条第１項第１号ｃに規定する乖離率は，次の算式

により算出するものとする。 

算式 

（（Ａ÷Ｂ）－（Ｃ÷Ｄ））×100（％） 

算式の符号 

Ａ 上場ＥＴＦの一口当たりの純資産額 

Ｂ Ａを算出した日の前営業日の上場ＥＴＦの一口当たりの純

資産額 

Ｃ 対象指標の終値 

Ｄ Ｃを算出した日の前営業日の対象指標の終値 

(3) ＥＴＦ特例第６条第１項第１号ｄに規定する乖離率は，次の算

式により算出するものとする。 

算式 

（（Ｅ÷Ｆ）－１）×100（％） 

算式の符号 

Ｅ 上場ＥＴＦの最終価格 

Ｆ 上場ＥＴＦの一口当たりの純資産額 

３ ＥＴＦ特例第６条第１項第２号及び第３号に規定する「本所が定め

る基準」は，次の各号に掲げる区分に従い，当該各号に定めるものと

する。 
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(1) ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ａの(c)及び同項第３号ａの(d)に

掲げる事項 

投資信託約款，信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若し

くはこれに類する書類の変更理由が次のａからｃまでのいずれかに

該当すること。 

ａ 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更 

ｂ 本店所在地の変更 

ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして本

所が認める理由 

(2) ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ａの(l)並びに同項第３号ａの(g)

及び同号ｃの(h)に掲げる事項 

当該管理会社等又は当該信託受託者等が法若しくは投資信託法又

は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う届出のうち，本

所が定めるもの 

４ ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ａ(b)に掲げる事項  

投資信託，外国投資信託又は信託に必要な資金の借入れのうち，信

託設定に伴う消費税等の支払いに係る借入れに該当すること。 

５ ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ｂ(j)に規定する「これらに相当す

る者として本所が定める者」とは，第４条第１項第８号に規定する法

人をいう。 

６ ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ｂ(k)に掲げる事項  

信託約款で定める信託財産に係る商品の条件を満たさない商品が信

託された場合のうち，当該商品に代えて信託されるべき商品の価値が，

管理会社が当該事実を確認した日において，その前営業日の純資産総

額の100分の３に相当する額未満である場合に該当すること。 

７ 株券上場廃止基準の取扱い１(5)ａ及びｂの規定は，ＥＴＦ特例第

６条第１項第４号ｃ(b)に規定する「債務超過の状態」について準用

する。 
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８ ＥＴＦ特例第６条第１項第４号ｃ(f)に規定する「停止されること

が確実となったこと」とは，カウンターパーティーが発行した手形等

が不渡りとなり，銀行取引の停止が確実となったことをいう。 

９ ＥＴＦ特例第６条第１項第４号ｃ(g)に規定する「破産手続，再生

手続若しくは更生手続を必要とするに至ったこと」とは，カウンター

パーティーが法律に規定する破産手続，再生手続又は更生手続の開始

原因があることにより，破産手続，再生手続又は更生手続を必要と判

断した場合をいう。 

10 ＥＴＦ特例第６条第３項に規定する上場有価証券の発行者の会社情

報の適時開示等に関する規則（以下「適時開示等規則」という。）及

びその取扱いに定めるところに準じるとは，原則として，同規則第２

条の２から第４条まで，第15条の２及び第16条並びに同取扱い１の２

(1)に定めるところによることをいうものとする。 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出等に係る事項） 

第７条 ＥＴＦ特例第７条第１項に規定する通知は，同項第１号又は第

２号に掲げる事項について決議又は決定（取締役会で決議したこと

（代表取締役の専決事項である場合にあっては，代表取締役が所要の

手続きに従い決定したことをいい，委員会設置会社にあっては，執行

役が決定したことを含む。）をいう。以下この条において同じ。）を行

った後，直ちに取締役会決議通知書（代表取締役又は執行役が決定し

た場合は，決定通知書）を提出することにより行うものとする。 

２ ＥＴＦ特例第７条第１項に規定する書類の提出は，次の各号に掲げ

る事項について決議又は決定を行った場合に，当該各号に定めるとこ

ろにより行うものとする。 

(1) ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ａの(a) 又は同項第３号ａの(b)

に掲げる事項 

ａ 売出しの日程表 
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確定後直ちに 

ｂ 目論見書 

作成後直ちに 

この場合において，管理会社等は，当該目論見書を本所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

ｃ 有価証券通知書（変更通知書を含む。）の写し 

内閣総理大臣等に提出後直ちに 

(2) ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ａの(c)又は同項第３号ａの(d) 

に掲げる事項 

変更後の投資信託約款，信託約款，規約又はこれらに類する書類  

２部 

変更後直ちに 

(2)の２ ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ａ(a)の２及び同項第３号ａ

(b)の２に掲げる事項 

受益権の分割又は併合の日程表 

確定後直ちに 

(3) ＥＴＦ特例第６条第１項第３号ａの(e)に掲げる事項 

ａ 合併契約書の写し 

契約締結後直ちに 

ｂ 合併日程表 

確定後直ちに 

３ ＥＴＦ特例第７条第１項第１号ｂに規定する事項には，第２条の２

第２項に規定する取引所規則の遵守に関する確認書を提出した代表者

の異動を含むものとする。 

４ ＥＴＦ特例第７条第２項に規定する売出価格が決定された場合には，

次に掲げるところによる「売出価格通知書」を提出するものとする。 

(1) 記載事項 

ａ 売出価格又は売出価格の決定予定時期及び具体的な決定方法 
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ｂ 売出価額の総額又はその見込額 

(2) 提出時期 

売出価格の決定後直ちに 

５ ＥＴＦ特例第７条第３項に規定する場合には，同特例第６条第１項

第２号ｂ(g)に規定する内閣総理大臣等の承認を受けた場合を含むも

のとし，当該場合には，当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書の写

しを受理後遅滞なく提出するものとする。 

６ 上場ＥＴＦ（内国商品現物型ＥＴＦに限る。）に係る管理会社は，

ＥＴＦ特例第６条第１項第２号ｂ(k)に掲げる事実が発生した場合に

は，本所が定めるところにより書類の提出を行うものとする。 

７ ＥＴＦ特例第７条第５項に規定する書面には，上場ＥＴＦに係る管

理会社等の代表者による署名を要するものとする。 

８ ＥＴＦ特例第７条第５項に規定する「理由」の記載に当たっては，

有価証券報告書又は半期報告書の作成に関して上場ＥＴＦに係る管理

会社等の代表者が確認した内容を記載するものとする。 

 

（変更上場の手続の時期等） 

第８条 ＥＴＦ特例第８条第１号の規定により上場ＥＴＦに係る管理会

社等が行う変更上場申請（信託金の限度額を変更する場合に限る。）

は，管理会社等が信託金の限度額に関する投資信託約款，信託約款又

はこれらに類する書類の変更について決議又は決定等を行った後遅滞

なく当該変更額の追加信託が行われた場合に増加することが見込まれ

る受益権の口数について，一括して行うものとする。 

２ ＥＴＦ特例第８条第２号の規定により上場ＥＴＦに係る管理会社等

が行う変更上場申請（発行可能投資口総口数を変更する場合に限

る。）は，管理会社等が発行可能投資口総口数に関する規約又はこれ

に類する書類の変更について決議又は決定等を行った後遅滞なく当該

変更により増加することが見込まれる投資口の口数について，一括し
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て行うものとする。 

 

第９条 削除 

 

（上場廃止基準に関する事項） 

第10条 上場ＥＴＦに係る管理会社等がＥＴＦ特例第10条第１項第１号

ａからｄまで又は同条第２項第１号本文のいずれかに該当する場合に

おいて，当該管理会社等から同条第１項第１号ただし書又は同条第２

項第１号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うこと

ができない旨の報告を書面により受けたときは，同条第１項第１号又

は同条第２項第１号に該当するものとして取り扱う。 

２ 上場ＥＴＦに係る信託受託者等がＥＴＦ特例第10条第１項第２号に

該当する場合において，上場ＥＴＦに係る管理会社等から同号ただし

書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の

報告を書面により受けたときは，同号に該当するものとして取り扱う。 

３ ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ａからｂの２までのいずれか，同条

第２項第３号ｂ又は同条第３項第３号ａに規定する投資信託約款，信

託約款，規約又はこれらに類する書類の変更を行う場合において，当

該投資信託約款，信託約款，規約又はこれらに類する書類の変更が確

定した旨の書面による報告を受けたときは，ＥＴＦ特例第10条第１項

第３号ａからｂの２までのいずれか，同条第２項第３号ｂ又は同条第

３項第３号ａに該当するものとして取り扱う。 

４ ＥＴＦ特例第10条第１項第２号の２ａで規定する「本所が定める場

合」とは，上場内国商品現物型ＥＴＦに係る信託の委託者が，株券上

場廃止基準第２条第１項第９号，第９号の２，第11号，第12号又は第

19号（株券上場廃止基準第２条第２項（第４号及び第５号を除く。）

による場合を含む。）に該当して上場廃止となる場合をいう。 

５ ＥＴＦ特例第10条第１項第２号の３に規定する「これらに相当する
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者として本所が定める者」とは，第４条第１項第８号に規定する法人

をいう 

６ ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｂに規定する「その他の理由」には，

対象指標の算出の終了を含むものとする。 

７ ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｃに規定する適格機関投資家以外の

者が指定参加者に含まれることとなった場合において，上場ＥＴＦに

係る管理会社等から当該適格機関投資家以外の者を指定参加者から除

外しない旨の書面による報告を受けたとき又は当該適格機関投資家以

外の者が指定参加者に含まれることとなった日の翌日から起算して１

週間以内に当該適格機関投資家以外の者を指定参加者から除外する旨

の書面による報告を受けなかったときには，同号ｃに該当するものと

して取り扱う。 

８ ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｄに規定する指定参加者の数につい

て，指定参加者の数が２者未満となった日の翌日から起算して１か年

を経過する日までに指定参加者の数が２者以上となった旨の書面によ

る報告が行われなかった場合には，同号ｄに該当するものとして取り

扱う。 

９ ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｆに規定する「重大な違反を行った

場合」については，株券上場廃止基準の取扱い１(11)（ｇを除く。）

の規定を準用する。この場合において，同取扱い１(11)中「第12号」

とあるのは「第10条第１項第３号ｆ」と，同(11)ｆ中「適時開示等規

則第２章」とあるのは「第６条」と読み替えるものとする。 

10 ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｆの２に規定する基準については，

次のとおり取り扱うこととする。 

(1) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｆの２(a)に規定する「カウンタ

ーパーティーの財務状況が悪化した場合」とは，カウンターパーテ

ィー又は投資信託財産に組み入れた有価証券が次のａからｈまでに

該当する場合をいい，「本所が当該状態となったと認める日」とは，
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当該ａからｈまでに定める日をいう。 

ａ 財務諸表等又は中間財務諸表等（カウンターパーティーが，

四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である

場合にあっては，四半期財務諸表等）に継続企業の前提に関する

事項が注記された場合 

財務諸表等の場合にあっては，当該財務諸表等に係る事業年度

又は連結会計年度の末日，中間財務諸表等（カウンターパーティ

ーが，四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社

である場合にあっては，四半期財務諸表等。以下このａにおいて

同じ。）の場合にあっては，当該中間財務諸表等に係る中間会計

期間又は中間連結会計期間（カウンターパーティーが四半期財務

諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっ

ては，四半期会計期間又は四半期連結会計期間）の末日 

ｂ 事業年度又は中間会計期間（カウンターパーティーが，四半

期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合

にあっては，四半期会計期間又は四半期連結会計期間）の末日に

おいて債務超過の状態又はこれに準ずる状態になった場合。この

場合において，株券上場廃止基準の取扱い１(5)ａ及びｂの規定

は，債務超過の場合について準用する。 

  当該債務超過の状態又はこれに準ずる状態になった事業年度

若しくは連結会計年度又は中間会計期間若しくは中間連結会計期

間（カウンターパーティーが，四半期財務諸表提出会社又は四半

期連結財務諸表提出会社である場合にあっては，四半期会計期間

又は四半期連結会計期間）の末日 

ｃ 財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添

付される中間監査報告書（カウンターパーティーが，四半期財務

諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっ

ては，四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書）に
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おいて，公認会計士等によって，監査報告書については「不適正

意見」又は「意見の表明をしない」旨が，中間監査報告書につい

ては「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は

「意見の表明をしない」旨（カウンターパーティーが，四半期財

務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあ

っては，四半期レビュー報告書については，「否定的結論」又は

「結論の表明をしない」旨）が記載された場合 

  監査報告書の場合にあっては，当該監査報告書に係る事業年

度又は連結会計年度の末日，中間監査報告書（カウンターパーテ

ィーが，四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会

社である場合にあっては，四半期財務諸表等に添付される四半期

レビュー報告書。以下このｃにおいて同じ。）の場合にあっては，

当該中間監査報告書に係る中間会計期間又は中間連結会計期間

（カウンターパーティーが，四半期財務諸表提出会社又は四半期

連結財務諸表提出会社である場合にあっては，四半期会計期間又

は四半期連結会計期間）の末日 

ｄ 事業活動の停止，解散又はこれに準ずる状態になった場合 

  事業活動の停止，解散又はこれに準ずる状態になった日 

ｅ 発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又

は停止されることが確実となった場合 

  発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された日又は

停止されることが確実となった日 

ｆ 法律の規定に基づく会社の破産手続，再生手続若しくは更生

手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場

合 

  破産手続開始，再生手続開始若しくは更生手続開始の申立て

を行った日又はこれに準ずる状態になった日 

ｇ 組入有価証券又は組入債権に係る期限の利益を喪失した場合 
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  当該組入有価証券又は当該組入債権に係る期限の利益を喪失

した日 

ｈ その他カウンターパーティーの財務状況が急激に悪化したと

本所が認める場合 

  本所がその都度決定する日 

(2) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｆの２(b)に規定する「カウンタ

ーパーティーの信用状況に関する管理体制等が管理会社において整

備されなくなった場合」とは，ＥＴＦ特例第２条の３第１項に規定

する報告書において，第２条の２第１号から第３号までに規定する

管理体制の記載がなくなるなど，管理会社において組織的に管理さ

れる体制でなくなったと本所が認めた場合をいうものとする。 

11 ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｇに規定する基準については，次の

とおり取り扱うこととする。 

(1) 株券上場審査基準の取扱い２(8)ａの規定は，ＥＴＦ特例第10条

第１項第３号ｇに規定する「虚偽記載」について準用する。この場

合において，同取扱い２(8)ａ中「訂正届出書，訂正発行登録書又

は訂正報告書」とあるのは「訂正届出書又は訂正報告書」と読み替

えるものとする。 

(2) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｇに規定する「本所が別に定める

場合」とは，天災地変等，上場ＥＴＦに係る管理会社等の責めに帰

すべからざる事由によるものである場合をいうものとする。 

12 ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｈ又は同条第２項第３号ｅの基準に

ついては，次のとおり取り扱うこととする。 

(1) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｈに規定する投資信託契約の終了

のうち，当該投資信託契約の解約を行う場合において，上場ＥＴＦ

に係る管理会社等から当該投資信託契約の解約が確定した旨の書面

による報告を受けたときは，ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｈに該

当するものとして取り扱う。 
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(2) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｈ又は同条第２項第３号ｅに該当

した場合には，投資信託契約又はＥＴＦ特例第４条第３項第２号に

規定する預託契約等その他の契約が終了となる日の３日前の日（当

該終了となる日が休業日に当るときは，４日前の日）に上場廃止す

る。 

13 ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｉの基準については，次のとおり取

り扱うこととする。 

(1) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｉに規定する上場ＥＴＦの一口当

たりの純資産額と対象指標との相関係数については，次の算式によ

り算出するものとする。 

算式 

Ａ÷（Ｂ×Ｃ） 

算式の符号 

Ａ 上場ＥＴＦの一口当たりの純資産額の前月比と対象指標の

前月比の共分散 

Ｂ 上場ＥＴＦの一口当たりの純資産額の前月比の標準偏差 

Ｃ 対象指標の前月比の標準偏差 

(2) 前号に規定する上場ＥＴＦ一口当たりの純資産額の前月比は，上

場日の属する月の翌月から審査を行う月までの各月において次の算

定式により算出するものとする。この場合における上場ＥＴＦの一

口当たりの純資産額は，ＥＴＦ特例第６条第１項第１号ｂの規定に

より開示されたものによるものとする。 

算式 

（Ｄ÷Ｅ）－１ 

算式の符号 

Ｄ 当月末日における上場ＥＴＦの一口当たりの純資産額 

Ｅ 前月末日における上場ＥＴＦの一口当たりの純資産額 

(3) 前号に規定する当月末日における上場ＥＴＦ一口当たりの純資産
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額及び前月末日における上場ＥＴＦの一口当たりの純資産額につい

ては，当該末日における収益分配金，利益分配金又は信託財産に係

る給付金を勘案するものとする。 

(3)の２ 第２号の規定にかかわらず，上場ＥＴＦに係る管理会社等が

受益権又は投資口の分割又は併合を行った場合において，本所が適

当と認めるときは，当該分割又は併合による影響を考慮して第１号

に規定する上場ＥＴＦ一口あたりの純資産額の前月比を算出するも

のとする。 

(4) 第１号に規定する対象指標の前月比は，上場日の属する月の翌月

から審査を行う月までの各月について次の算式によるものとする。 

算式 

（Ｆ÷Ｇ）－１ 

算式の符号 

Ｆ 当月末日における当該対象指標の終値 

Ｇ 前月末日における当該対象指標の終値 

(5) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｉの審査は，毎年12月末日に行う

ものとする。 

(6) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｉに規定する「１か年以内に0.9

以上とならないとき」とは，審査対象期間の翌日から起算して１か

年目の日までの期間内において0.9以上とならないときをいうもの

とする。 

(7) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｉの基準は，上場後２年未満の銘

柄については適用しない。 

 

（上場廃止日の取扱いに関する事項） 

第11条 ＥＴＦ特例第11条に規定する上場廃止日は，原則として，次の

各号に掲げる区分に従い，当該各号に定めるところによる。 

(1) ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｈ（同条第２項第３号ａによる場
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合を含む。），同条第２項第３号ｅ又は同条第３項第３号ａに該当す

る上場ＥＴＦ  

投資信託契約若しくは信託契約又はＥＴＦ特例第４条第３項第２

号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる日の３日前（休

業日を除外する。）の日（当該終了となる日が休業日に当たるとき

は，当該終了となる日の４日前（休業日を除外する。）の日） 

(2) ＥＴＦ特例第10条第２項第３号ｆ及び同条第３項第３号ｃのうち，

上場ＥＴＦに係る管理会社等が受益証券の不正発行を行った場合に

該当する銘柄 

上場廃止の決定後遅滞なく 

(3)  ＥＴＦ特例第10条第１項第３号ｋ，同条第２項第３号ｆ又は同

条第３項第３号ｃに該当することとなった銘柄（前(1)に該当する

場合を除く。） 

本所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して１か

月を経過した日までの範囲内の日で，その都度決定する日 

(4) ＥＴＦ特例第10条第３項第１号に該当することとなった上場ＥＴ

Ｆ（解散の効力の発生の日が，本所が当該銘柄の上場廃止を決定し

た日の翌日から起算して１か月以内であるとき又は当該銘柄に係る

外国投資法人が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。）  

本所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日

間（休業日を除外する。解散の効力の発生の日が，当該期間経過後

である場合は，当該日まで）を経過した日 

(5) 規約又はこれに類する書類に定める事由に基づき終了することと

なった上場ＥＴＦ  

終了となる日の３日前（休業日を除外する。）の日（当該終了と

なる日が休業日に当たるときは，当該終了となる日の４日前（休業

日を除外する。）の日） 

(6) 前各号に掲げる銘柄以外の銘柄 
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本所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して１か

月を経過した日。ただし，本所が速やかに上場廃止すべきであると

認めた場合は，この限りでない。 

 

（上場手数料及び年賦課金に関する事項） 

第12条 ＥＴＦ特例第12条に規定する上場手数料，年賦課金及びＴＤｎ

ｅｔ利用料は，次の各号に定めるところによるものとする。ただし，

第４号の規定は，内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦに限るものと

する。 

(1) 新規上場時の上場手数料 

ａ  内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦにあっては，純資産総

額の万分の0.75 

ｂ 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦにあっては，預託口数

に係る純資産総額（預託口数に一口当たりの純資産額を乗じて得

た金額をいう。以下この条において同じ。）の万分の0.75 

ｃ 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益

証券にあっては，上場受益権口数に係る純資産総額（上場受益権

口数に一口当たりの純資産額を乗じて得た額をいう。以下この条

において同じ。）の万分の0.75 

ｄ 新規上場時の上場手数料の計算は，次の(a)から(c)までに定

めるところによる。 

(a) 内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦにあっては，各ＥＴ

Ｆごとにその上場日現在における純資産総額を基準とする。 

(b) 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦにあっては，各ＥＴ

Ｆごとにその上場日現在における預託口数に係る純資産総額を

基準とする。この場合において，一口当たりの純資産額が本邦

通貨以外の通貨で表示されている場合には，当該日における東

京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中
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値により本邦通貨に換算するものとする（以下，次の(c)並び

に第２号ｄの(b)及び(c)並びに第３号ｄの(b)及び(c)において

同じ。）。 

(c) 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券にあっては，各ＥＴＦごとにその上場日現在における上

場受益権口数に係る純資産総額を基準とする。 

ｅ 新規上場時の上場手数料は，当該ＥＴＦの上場日の属する月

の翌月末日までに納入するものとする。 

ｆ 上場手数料の計算上生じた100円未満の金額は切り捨てる。 

(2) 追加上場時の上場手数料 

ａ 内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦにあっては，純資産総

額の万分の0.75 

ｂ 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦにあっては，預託口数

に係る純資産総額の万分の0.75 

ｃ 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益

証券にあっては，上場受益権口数に係る純資産総額の万分の0.75 

ｄ 追加上場時の上場手数料の計算は，次の(a)から(c)までに定

めるところによる。。 

(a) 内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦにあっては，毎年12

月末日現在の純資産総額を基準とし，新規上場日現在の純資産

総額及び新規上場した年から前年までの各年の12月末日現在の

純資産総額のうち最大のものからの増加額を追加信託総額とみ

なして計算するものとする。 

(b) 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦにあっては，毎年12

月末日現在の預託口数に係る追加信託総額を基準とし，新規上

場日現在の預託口数に係る純資産総額及び新規上場した年から

前年までの各年の12月末日現在の預託口数に係る純資産総額の

うち最大のものからの増加額を預託口数に係る追加信託総額と
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みなして計算するものとする。 

(c) 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券にあっては，毎年12月末日現在の上場受益権口数に係る

追加信託総額を基準とし，新規上場日現在の上場受益権口数に

係る純資産総額及び新規上場した年から前年までの各年の12月

末日現在の上場受益権口数に係る純資産総額のうち最大のもの

からの増加額を上場受益権口数に係る追加信託総額とみなして

計算するものとする。 

ｅ 当該基準日の翌年の２月末日までに納入するものとする。 

ｆ 上場手数料の計算上生じた100円未満の金額は切り捨てる。 

(3) 年賦課金 

ａ 内国ＥＴＦにあっては，純資産総額の万分の0.75 

ただし，純資産総額が１兆円を超える場合は，純資産総額から

１兆円を減じて得た額の万分の0.5に相当する金額に7,500万円を

加算した金額 

ｂ 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの年賦課金は，前ａに

準じるものとする。この場合において，「内国ＥＴＦ及び内国商

品現物型ＥＴＦ」とあるのは「外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦ」と，「純資産総額」とあるのは「預託口数に係る純資産総

額」とそれぞれ読み替える。 

ｃ 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益

証券の年賦課金は，ａに準じるものとする。この場合において，

「内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦ」とあるのは「外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券」と，

「純資産総額」とあるのは「上場受益権口数に係る純資産総額」

とそれぞれ読み替える。 

ｄ 年賦課金の計算は，次の(a)から(c)までに定めるところによ

る。 
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(a) 内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦにあっては，各ＥＴ

Ｆごとに，前年の12月末日（当該日の翌日以後に上場された銘

柄については，上場日）現在における純資産総額を基準とする。 

(b) 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦにあっては，各ＥＴ

Ｆごとに，前年の12月末日（当該日の翌日以後に上場された銘

柄については，上場日）現在における預託口数に係る純資産総

額を基準とする。 

(c) 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券にあっては，各ＥＴＦごとに，前年の12月末日（当該日

の翌日以後に上場された銘柄については，上場日）現在におけ

る上場受益権口数に係る純資産総額を基準とする。 

ｅ 年賦課金は，年２回に分けて，２月末日及び８月末日に，半

額ずつを納入するものとする。 

ｆ 年賦課金の計算上生じた100円未満の金額は切り捨てる。 

ｇ 新規上場申請者に係る年賦課金については，ｄの規定にかか

わらず，当該ＥＴＦが１月１日から６月末日までの間に上場され

た場合にはその半額，７月１日から12月末日までの間に上場され

た場合にはその全額を免除する。 

ｈ ａの規定にかかわらず，ＥＴＦの上場廃止日の属する年の年

賦課金については，本所がその都度定める。 

(4) ＴＤｎｅｔ利用料 

ａ 年額８万9,250円とし，２月末日及び８月末日に分けて納入す

るものとする。 

ｂ 前ａに定めるＴＤｎｅｔ利用料は，各管理会社ごとに計算す

るものとする。 

ｃ  ａ及び前ｂの規定にかかわらず，株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」という。）に上場するＥＴＦの管理会

社については，ＴＤｎｅｔ利用料の納入を要しないものとする。 
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ｄ ２月末日に納入するＴＤｎｅｔ利用料は４月から９月までの

期間に対応することとし，８月末日に納入するＴＤｎｅｔ利用料

は10月から翌年３月までの期間に対応するものとする。 

ｅ 前ｄの規定にかかわらず，ＥＴＦが本所に上場していない新

規上場申請者又は発行するすべてのＥＴＦが東京証券取引所を上

場廃止されることとなる管理会社に係るＴＤｎｅｔ利用料につい

ては，ＥＴＦの上場日又は上場廃止日の属する月の翌月末日まで

に，次の(a)又は(b)に掲げる区分に従い，当該(a)又は(b)に定め

るＴＤｎｅｔ利用料を納入するものとする。 

(a) １月１日から３月末日まで又は７月１日から９月末日まで

の間に，ＥＴＦが本所に上場していない新規上場申請者のＥＴ

Ｆが上場された場合又は管理会社が発行するすべてのＥＴＦが

東京証券取引所を上場廃止となった場合 

ＴＤｎｅｔ利用料の４分の３ 

(b) ４月１日から６月末日まで又は10月１日から12月末日まで

の間に，ＥＴＦが本所に上場していない新規上場申請者のＥＴ

Ｆが上場された場合又は管理会社が発行するすべてのＥＴＦが

東京証券取引所を上場廃止となった場合 

ＴＤｎｅｔ利用料の４分の１ 

ｆ ｄの規定にかかわらず，本所は，すべての上場ＥＴＦが上場

廃止となった管理会社のＴＤｎｅｔ利用料について，次の(a)又

は(b)に掲げる区分に従い，当該(a)又は(b)に定める金額を超過

支払金額として返還するものとする。 

(a) １月１日から３月末日まで又は７月１日から９月末日まで

の間にすべての上場ＥＴＦが上場廃止となった管理会社 

ＴＤｎｅｔ利用料の４分の１（２月末日又は８月末日におい

て４月から９月まで又は10月から翌年３月までの期間に対応す

るＴＤｎｅｔ利用料が納入されている場合にあっては，ＴＤｎ



- 26 - 

ｅｔ利用料の４分の３） 

(b) ４月１日から６月末日まで又は10月１日から12月末日まで

の間にすべての上場ＥＴＦが上場廃止となった管理会社 

ＴＤｎｅｔ利用料の４分の１ 

ｇ ｄの規定にかかわらず，本所は，東京証券取引所にＥＴＦを

上場した管理会社（前ｆに該当する管理会社を除く。）のＴＤｎ

ｅｔ利用料について，次の(a)又は(b)に掲げる区分に従い，当該

(a)又は(b)に定める金額を超過支払金額として返還するものとす

る。 

(a) １月１日から３月末日まで又は７月１日から９月末日まで

の間に東京証券取引所にＥＴＦを上場した管理会社 

  ＴＤｎｅｔ利用料の４分の１（２月末日又は８月末日におい

て４月から９月まで又は10月から翌年３月までの期間に対応す

るＴＤｎｅｔ利用料が納入されている場合にあっては，ＴＤｎ

ｅｔ利用料の４分の３） 

(b) ４月１日から６月末日まで又は10月１日から12月末日まで

の間に東京証券取引所にＥＴＦを上場した管理会社 

ＴＤｎｅｔ利用料の４分の１ 

２ 前項第３号の規定にかかわらず，ＥＴＦ流動性向上プログラムの適

用を受けるＥＴＦの年賦課金については，ＥＴＦ流動性向上プログラ

ムに関する規則に定めるところによる。 

 

 

付 則 

１ この規則は，平成７年５月１日から施行する。 

２ 第12条第２号の規定にかかわらず，受益証券が上場された年の年賦

課金の計算は，上場日における上場口数を基準として行うものとする。 

３ 受益証券が上場された年の年賦課金については，その半額を免除す
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る。 

付 則 

この規則は，平成10年７月１日から施行する。ただし，改正後の第

６条第４項第５号の規定は，同年５月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成10年12月１日から施行する。ただし，第６条第２

項の規定（「内閣総理大臣又は金融監督庁長官」を「金融再生委員

会」に改める部分に限る。）は，金融再生委員会設置法の施行に伴う

関係法律の整備に関する法律（平成10年法律第131号）の施行の日

（＊平成10年12月15日）から施行する。 

付 則 

１ この規則は，民事再生法（平成11年法律第225号）の施行の日（＊

平成12年４月１日）から施行する。 

２ この規定の施行前に決定された和議開始の申立てについては，なお

従前の例による。 

付 則 

  この規則は，平成12年５月１日以降の日で，本所が定める日（＊平

成12年７月17日）から施行する。ただし，第20条及び第23条の改正規

定は，平成12年４月３日から施行する。 

付 則 

  この規則は，特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等

の一部を改正する法律（平成12年法律第97号）の施行の日（＊平成12

年11月30日）から施行する。 

付 則 

１ この規則は，平成13年４月２日から施行する。 

２  改正後の第14条第２号ａの(e)の規定は，平成13年３月末日以降に

終了する計算期間又は中間計算期間に係る有価証券報告書又は半期報

告書から適用する。 
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付 則 

  この規則は，平成13年６月27日から施行する。 

付 則 

  この規程は，平成13年12月６日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成14年６月３日から施行する。ただし，第４条第１

項第６号の改正規定は，本所が定める日（＊平成14年６月17日）から

施行する。 

付 則 

１ この規則は，平成15年１月１日から施行する。 

２ 改正後の第10条の規定にかかわらず，この改正規則施行の日の前日

までに現に改正前の第10条の規定の適用を受ける銘柄については，な

お従前の例による。 

３ 改正後の第11条第２項の規定にかかわらず，施行日の前日までに現

に改正前の第11条第２項の規定の適用を受ける銘柄については，なお

従前の例による。 

付 則 

  この規則は，平成15年４月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成15年４月１日から施行し，平成15年３月１日以後

終了する計算期間に係る監査報告書について適用し，平成15年３月１

日前に終了する計算期間に係るものについては，なお従前の例による。 

付 則 

  この規則は，平成17年２月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成18年５月１日から施行する。 
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付 則 

  この規則は，平成18年12月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成19年２月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成19年３月15日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成19年９月30日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成19年12月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成20年１月４日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成20年４月14日から施行する。ただし，外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券に係る規定は本

所が別に定める日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成20年８月５日から施行する。 

付 則 

１ この規則は，平成20年10月28日から施行し，改正後の第３条及び第

４条の２の規定の適用にあっては同日以後に新規上場申請又は予備申

請を行う者について適用し，第12条の規定の適用にあっては同日以後

に到来する納入期に納入することとなる上場手数料及び年賦課金から

適用する。 

２ 改正後の第12条の規定は，平成19年３月15日前において上場されて

いるＥＴＦに係る追加上場時の上場手数料及び年賦課金については，

次の各号に定めるところによるものとする。 

(1) 追加上場時の上場手数料 
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ａ 受益権１売買単位につき  30円 

ｂ 追加上場時の上場手数料の計算は，新規上場日以後に上場され

た最大の上場口数からの増加口数を追加上場口数とみなして行な

うものとする。 

ｃ 追加上場に係る上場手数料は，１月１日から６月末日までに上

場されたものについてはその年の８月末日に，７月１日から12月

末日までに上場されたものについては翌年の２月末日に納入する

ものとする。 

ｄ 上場手数料の計算上生じた100円未満の金額は切り捨てる。 

(2) 年賦課金 

ａ 平均上場口数（１月１日から12月末日までの１年間における１

日平均の上場口数をいう。以下同じ。）のうち 

(a) 1,000万口（売買単位が1,000口以外の場合には，1,000万口

に当該売買単位の1000分の１を乗じて得た口数に読み替えるも

のとする。以下同じ。）以下の口数につき 30万円 

(b) 1,000万口を超え4,000万口以下の口数につき 

  200万口以下を増すごとに ２万４千円 

(c) 4,000万口を超え１億2,000万口以下の口数につき 

  400万口以下を増すごとに ２万４千円 

(d) １億2,000万口を超え２億口以下の口数につき 

  1,000万口以下を増すごとに ２万４千円 

(e) ２億口を超え10億口以下の口数につき 

  １億口以下を増すごとに  ２万４千円 

(f) 10億口を超え20億口以下の口数につき 

  ２億口以下を増すごとに  ２万４千円 

(g) 20億口を超える口数につき 

  ４億口以下を増すごとに  ２万４千円 

ｂ 年賦課金は，年２回に分けて，２月末日及び８月末日に，半額
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ずつを納入するものとする。 

ｃ ａの規定にかかわらず，ＥＴＦの上場廃止日の属する年の年賦

課金については，本所がその都度定める。 

３ 前項の規定にかかわらず，平成13年６月27日前において上場されて

いるＥＴＦの上場手数料及び年賦課金については，前項各号に規定す

る金額に２分の１を乗じたものに読み替えるものとする。 

４ 第２項及び前項の規定の適用を受けるＥＴＦの管理会社等は，当該

ＥＴＦの平均上場口数及びその明細を記載した書面を翌年１月10日ま

でに提出するものとする。 

５ 管理会社等が，１売買単位の受益権口数の２分の１以下への変更を

行った場合の上場手数料及び年賦課金の計算における１売買単位の受

益権口数は，当該変更前の１売買単位の受益権口数とする。 

付 則 

  この規則は，平成20年12月12日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成21年１月５日から施行する。 

付 則 

１ この施行規則は，平成21年７月１日から施行する。 

２ 改正後の第12条第４号の規定は，平成21年10月から翌年３月までの

期間に対応するＴＤｎｅｔ利用料から適用する。 

付 則 

  この規則は，平成21年11月16日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成21年12月30日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成22年６月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成22年６月30日から施行する。 
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付 則 

  この規則は，平成22年10月12日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成22年10月12日から施行する。 

付 則 

この規則は，平成23年３月31日から施行する。 

付 則 

この規則は，平成23年８月１日から施行する。 

付 則 

この規則は，平成24年３月12日から施行する。 

付 則 

この規則は，平成25年１月１日から施行する。 


